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第 １ 平成２７年度大仙市一般会計補正予算（第２号） 

第 ２ 尐人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはか 

るための、２０１６年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書 

 

 

午前９時５８分 開  会 

○委員長（小山緑郎） おはようございます。本日は大変ご多用のところ、お集まりいた

だきまして誠にありがとうございます。それではただいまから、教育福祉常任委員会を

開会いたします。当委員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり審査

いたしますので、よろしくお願いいたします。なお、正確な会議録作成のため、発言は

マイクのスイッチを入れてからお願いしたいと存じます。 

それでは、審査に入ります。議案第８２号「平成２７年度大仙市一般会計補正予算（第

２号）」を議題といたします。当局の説明を求めます。はじめに、伊藤スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（伊藤優俊） それでは、議案第８２号平成２７年度大仙市一般会計

補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。資料ナンバー２－１主な事業説明

書の１６ページ、最終ページをご覧願います。これは小種体育館の屋根と外壁改修にか

かる費用、７１２万１千円の補正をお願いするものでございます。小種体育館は、昭和

６３年に小種小学校の体育館として設置され、築２８年の歳月が経過しております。竣

工後の改修履歴は無く現在に至っており、屋根全般にわたりサビが発生し、ハゼの奥部

まで腐食が進行していると思われる箇所が、５０ヶ所程度確認されました。館内に雨漏

り箇所も認められることから、早急の改修工事が必要と判断されます。工法といたしま

しては、全面洗浄、サビ止め処理後にアクリルシリコン樹脂を全面塗装することで、今

後１０年程度の耐用年数を確保できるものと思っております。また、外壁についても腐

食が進んでいることから、屋根の改修で使用する足場を利用して、サイディング貼りや

シーリングにより部分的な補修を施すことにしております。利用状況につきましては、

小種地区住民の交流・運動の場として、通年にわたって広く利用されており、過去３年

間の平均で年間約１８０件１，８００人程度の利用がなされていることから、速やかな

改修により今後も地域住民の交流施設として、末永く大切に利用されることを期待する

ものでございます。補正額７１２万１千円の内訳は、改修工事費が６４８万８千円、実
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施設計費と工事監理費を合わせまして６３万３千円となり、財源は全て一般財源となっ

ております。以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） 次に、関社会福祉課長。 

○社会福祉課長（関寛道） それでは社会福祉課所管の補正予算についてご説明申し上げ

ます。議案第８２号「平成２７年度大仙市一般会計補正予算（第２号）」の内、社会福

祉課所管分についてご説明を申し上げます。資料№２（６月補正）に係る補正予算書の

１０ページと資料№２－１主な事業の説明書６ページをお願いいたします。３款１項７

目「老人福祉施設費」６２事業「大仙市大型公益施設整備事業費補助金」につきまして

は、社会福祉法人あけとおり会が計画している特別養護老人ホーム「テンダーヒルズ」

の５０床増床整備事業費の一部を「大仙市大型公益施設整備事業費補助金交付要綱」の

規定に基づき助成しようとするものでございます。この補助制度は、事業費の規模に応

じて補助率と補助金の上限額が３段階に定められておりまして、事業費が５億円以上１

０億円未満の場合は、事業費の１２．５％以内の補助率で１億円が補助の上限額と規定

されております。今回の場合、同法人につきましては、本事業の実施にあたり１億７千

６百２５万円の県補助金を受けることとなっておりますことから、全体事業費１０億１

千５６３万２千円からこの金額を控除した８億３千９３８万２千円を補助対象事業費と

し、補助金額を１億円とするものでございます。この補助金の財源には、過疎債を充当

することといたしております。以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） はい、ありがとうございました。次に、齋藤児童家庭課長、お願

いします。 

○児童家庭課長（齋藤博美） つづきまして、児童家庭課所管の補正についてご説明申し

上げます。資料№２、補正予算書は同じく１０ページになります。資料№２―１、主な

事業の説明書は７ページになっております。主な事業の説明書をご覧いただきたいと思

います。３款２項３目６１事業法人立保育所補助金、補正金額が３，００２万円となっ

ております。これは、市街地再開発事業により南街区に現在建設中の児童福祉施設（認

定子ども園）の運営に必要な、保育材料や事務用品などの備品購入費の補助金について

の補正であります。この認定こども園は、市の施策として市街地での多様な保育ニーズ

に対応するため整備を進めているもので、床面積が１，９９６．７４㎡の一部鉄骨造り
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の木造２階建てで、乳児室、ほふく室が各１室、保育室が７室、他に、ゆうぎ室やラン

チルームも整備されております。今年１１月には北幼稚園が移転し利用を開始し、平成

２８年４月からは定員１８０名の自園調理による給食を実施する認定こども園として開

園する予定であります。運営は保育園・幼稚園の運営実績のある社会福祉法人大曲保育

会が行なうことになっており、その内部備品の準備について補助金をお願いするもので

あります。補正額は３，００２万円で、うち５０万円は「地域福祉振興基金」からの繰

入金となっております。以上で児童家庭課所管分の補正につきまして、ご説明を終わり

ます。よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（小山緑郎） はい、ありがとうございました。次に、伊藤健康増進センター所

長、お願いいたします。 

○健康増進センター所長（伊藤今子） 健康増進センター所管について、ご説明申し上げ

ます。資料 No.２平成２７年度大仙市一般会計・特別会計予算書では１１ページを、資

料№２－１主な事業の説明書では８ページをお開き願います。はじめに、４款１項２目

１０事業保健センター維持管理費２，３１０万９千円の補正につきましては、南街区に

建設中の健康福祉棟に健康増進センターが移転となることに伴い、 新たに必要となる備

品購入に係わる補正をお願いするものでございます。この本事業の目的につきましては、

生涯にわたる総合的な健康づくりの拠点として、市民が安全でよりよい環境のもと、保

健サービスを受けることができるよう、保健センターの維持管理を行うものでございま

す。補正の理由につきましては、移転に伴い、現在使用している備品の劣化や破損等に

よる不足や、新しい会議室等の増加により備品の追加が生じたため、不足分を補正する

ものであります。詳細につきましては、１階部分から３階部分につきまして、机や椅子、

テーブル、診察用ベッド、調理器具等の購入備品について、２，３１０万９千円お願い

するものです。以上、健康増進センター所管分の補正につきまして、説明を申し上げま

した。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○委員長（小山緑郎） はい、ありがとうございました。今４件の説明がありました。こ

れで説明が終了しましたので、これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いいた

します。児玉委員。 

○委員（児玉裕一） あの、あけとおり会さする補助金の１億円の件なんだども。こうや

って入札は入札だべども、どごで取るがわがらないけども、なんか地元にすれば、下請
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けさでも地元の業者を使って欲しいと言う声がかなりあるようですので、そのあたりは

なんと考えでらげ部長。 

○委員長（小山緑郎） 課長。   

○社会福祉課長（関寛道） お答え申し上げます。地元の業者につきましては、やはり地

元の産業振興、或いは地元の業者育成という観点からも、出来るだけ地元の業者の方に

そういった機会を与えていただけるように、法人の方には働きかけて参りたいと思って

おります。 

○委員長（小山緑郎） 児玉委員。 

○委員（児玉裕一） というのはよ、前回もなんか横手の業者さやったどがって話が聞け

できたっけもんだがらよ、その辺りをなんとか。せっかく大仙市でって言うんだが、補

助出してやってで、わきのほさまで儲げらへだっていいのかなって感じもするので、そ

のあたりをちゃんとしてもらえれば。なんとかよろしくお願いします。 

○委員長（小山緑郎） 関課長。 

○社会福祉課長（関寛道） 先ほどの繰り返しになりますが、出来るだけ地元の業者にも

そういった機会を与えていただけるように働きかけたいと思っております。よろしくお

願いします。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 

○委員（大山利吉） これ、あのぉ、関さん、いつの機会に、１億を補助するわけだけど

も、今課長がご答弁された、出来るだけっちゅう言葉はそれでいいけども、いつの時に

このあけとおり会の方に、これ、そういう今の委員会で質問あったこどど、それがら関

さんのご答弁のやづを、極端に言えば、簡単に言えば地元業者を使ってけれっていうの、

どういうタイミング、いづの時申し添えるもんだすか。ちょっとそごら辺、教えてくだ

さい。 

○委員長（小山緑郎） 関課長。 

○社会福祉課長（関寛道） 地元の業者を出来るだけ、そういう機会を与えていただきた

いということにつきましては、この案件に限らず市内の業者をと言う話は一般的にして

いる訳でございますけども、この事業につきましては、法人の方から補助金を頂きたい

というような、その、要望書がきておりますので、まずこの審議が終わった、終わって

からでも法人の方にその予算議決を得た後に補助金のその内示、もし議決をいただけれ
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ば内示という形になりますけども、その際に法人の方には申し上げたいと思っておりま

す。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 

○委員（大山利吉） わかりました。まあ、今児玉議員がおっしゃったように、ご案内の

とおりこのテンダーヒルズの事務局長、わがんねがな施設長かな、横手の人だわげだ。

大雄。でも建物は大仙市だもんな。横手でけして１億の補助を出すわげでもないし。大

仙市で補助、１億を出すわげだから、やっぱりそこらへんはちょっと普段よりもきづぐ

言ってもらわないと。課長、ほんとにおめ優しいから言えねべど思うどもよ。そごらへ

ん、はい、部長、はい、お願いします。 

○委員長（小山緑郎） 小野地部長 

○健康福祉部長（小野地淳司） ただいまのご質問の件でございますが、この事業そのも

のはやはり待機者がいるということで、市としてはその待機者解消のために邦人側に補

助金を出して、尐しでも待機者をなくすという、今の補助金要綱ではそうなっておりま

すので。そういったことで、事業そのものは邦人側で契約等すべて行うわけですので、

市とすればやはり協力を頂くと言いますか、働きかけるという言い方しか出来ないとい

うふうに思っております。ただ、今ここから、委員会の中でそういうお話がございまし

たので、強くですねそこらへんは業者側さんの関係についても、法人側に強く働きかけ

て参りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小山緑郎） いいすかな。 

○委員（大山利吉） 発注者がここでねがらな。まして民間の方だから、まあ、それ以上、

まあそれが最高、それ以上の答弁はできねど思うども。余分な話だけども、社会、経済

情勢がこうゆうもんだから、やっぱり市内の関連いろんな業者さん、やっぱりみんな情

報を得て、あやぁ市でそんけ補助出すごったば、おれださだってこんた仕事あるどもこ

んた仕事あるどもってのがそれぞれ各議員は聞いてるど思うんですよ。それにやっぱり

我々議員も行政もある程度応えでやるのがそれぞれの仕事でねがなと思いますんで、そ

こらへん部長を始め関さん、なんとかね発注なさるあけとおり会の方に強く強く要望し

ていただくように、これはお願いするしかないってことだすな。以上です。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。はい、大山委員。 

○委員（大山利吉） これちょっとこの予算と関係ねけど、ちょっと教えて頂きたいんで

す。これ、今の南街区の方にそれぞれの施設が入るわけだけども、この中で家賃ていう
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ものは発生しないわけですな。ＦＭはなびでも、あるいは仙北医師会どが。ちょっとま

あ別な話になるども、もし知っていたら教えて頂けますか。 

○委員長（小山緑郎） 小野地部長。 

○健康福祉部長（小野地淳司） あのー、それぞれの建物はいわゆる市の方で建てるとい

うことで、健康福祉棟に関しましては、中にＦＭとそれから医師会と社会福祉協議会、

それに健康増進センターということで、まあ四つの。で、建物の扱いはいわゆる庁舎と

いう扱いになります。で、いわば行政財産になりますので、行政財産を無償でお貸しす

るという考え方で今進めております。ただ、いわゆる実費的に発生する電気料だとかで

すね、そういうものは、例えば社会福祉協議会でかかった電気料は頂くというような、

実費の部分についてはそれぞれで負担して頂くという考え方で、今整備させて頂いてい

るところであります。 

○委員長（小山緑郎） 大山委員。 

○委員（大山利吉） へば部長、これ、医師会も無償で、だすな。はなびももちろん。な

るほど。それと電気のメーターは例えばこの幼稚園の場合なんかは大曲保育会の方で電

気代どが払う、というこど。んだすな。 

○健康福祉部長（小野地淳司） そうです。 

○委員（大山利吉） はい、わかりました。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。細谷委員。 

○委員（細谷洋造） ちょっと言わずもがなところもあるんですけど。この前もあの申し

上げましたんですけど、体育館の今回の管理の、管理費の部分。まあ、これ結構なこと

だと思います。あのぉ、前も言いましたけども他の所も点検をお願いしたいと、という

うふうに思い、特に学校現場の部分なんかは特にそうなんですけど、今あの、まあ自主

管理の部分で移された所はおそらく自分たちのところでやってるんでしょうけれども。

こういった施設は、やっぱり結構古くなったり、それから新しい部分でも結構最近は、

あの何と言いますかね、弱いのかどうか知りませんけども、案外早くこう落ちてる部分

とかっていうのが見受けられますんで、尐し点検もお願いしたいなと。この前も申し上

げましたけども、その辺また言わせて頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（小山緑郎） 答弁はいいすか。 

○委員（細谷洋造） はい、いりません。いらない、いらないです。 

○委員長（小山緑郎） 他にございませんか。はい、大山委員。 
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○委員（大山利吉） これ体育館だから、これほんと今日の補正と全然関係ありませんけ

ども。これもまた教えていただきたいと思います。双葉小学校にグランドピアノ２台、

今廃校になった学校にあるそうなんですが、こうゆう場合の対応なんかは、もし今後の

見通しどがあったら。たまたま今体育館って出できたがらぱっと思い出したけども。も

し、もしね。対応あったらお聞かせ願いたいと思います。突然でごめんなさい。補正予

算となんも関係ねがら、答弁もしあれだば結構ですが。 

○委員長（小山緑郎） 千田部長。 

○教育指導部長（千田寿彦） えーと、あの、双葉小に関しては今教育委員会の方から所

管が離れております。まあ、いずれ確認はしてみたいとは思っておりますけれども。そ

れから、統廃合に関わってのいろいろな学校等にあった物につきましては、あの大体こ

う希望を聞いて、そして必要な所に配分してきたという状況になっておりますので、そ

のピアノについて、尚確認の上後ほどご報告申し上げたいと思います。 

○委員（大山利吉） 千田部長。アーカイブズ、所管離れじゃったもんな。わりわり。ご

めんな。あぁ、んだが。所管違うおんな。んだんだ。 

○委員長（小山緑郎） いいすかな。他にございませんか。児玉委員。 

○委員（児玉裕一） 齋藤課長。この今の認定子ども園。おそらくあのあっこの幼稚園ど

保育園ど一緒なるごどだべども、定員１８０人で間に合うすか。今まで何人何人のあれ

だったすか。そのあたりちょっと教えてください。 

○委員長（小山緑郎） 齋藤課長。 

○児童家庭課長（齋藤博美） あのぉ、今の認定子ども園、定員１８０人ということでス

タートする予定でありますけれども、現在移転して運営するっていう北幼稚園は４５人

の利用定員で今幼稚園は運営しております。それで保育園の部分としての９０人はまる

っきり新しく定員が増える、大仙市の大曲地域の保育所としては新しく定員が増える部

分で９０人分ということになっております。で、あのぉ９０人増えるんですけれども、

皆さんお分かりのことと思いますけれども、東保育園とかかなり狭隘な部分、狭い所に

１２０人、１３０人定員で入っておりますので、新しく駅前の認定子ども園で９０人分

の保育園部分の定員が増える分は、そちらの方を減らしていくような考えで計画は立て

ております。今年の５月１日現在大曲地域で保育所に入所している子どもさんが１，２

５５人いらっしゃるんですけれども、大曲地域の０歳児から５歳児の人口が１，６４７

人。大曲の人が大曲の保育園に入っているとは限らないんですけれども、まず７６％の
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子どもさん達が保育園どがに入っているっていう計算になっております。今後の人口推

移を見ましても、受け入れの計画が大曲地域で、子どもの、計画では１，３００人以上

受け入れる計画になっておりますので、集中する大曲地域ですので、きっちりそうゆう

ふうにはいかないかもしれませんけれども、この後は希望されるお子さんは保育園に入

れるという計画になっております。 

○委員長（小山緑郎） はい、児玉委員。 

○委員（児玉裕一） なんで今それ聞いだがってなれば、いっつもその、大曲地域がその、

待機児童がいて、藤木どが角間川さっていう話出るんだすよな。そういうごどあったた

がら、今ましてまたその幸町辺りさ住宅、また伊藤住宅で増やすごどだから、おそらく

若い人がだだと思うんだすよな。だがら、それで足りるのがなって思って、今それで聞

いだどごだったす。はい、分かりました。 

○委員長（小山緑郎） いいすかな。他にございませんか。ねがな。なが。ねすか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ、ないようですので質疑を終結いたします。これより討

論を行います。討論はございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、陳情第３１号「尐人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度２

分の１復元をはかるための、２０１６年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書」

を議題といたします。当局より参考意見等ありましたら、お願いしたいと思います。 

○委員（大山利吉） 委員長。この場合参考意見等を当局から受けてもらうごどもけっこ

うだけれども、教育長が質問に対してまことにこの件に関して明快な答弁をしておりま

すんで、私は当局から参考意見として今伺わずにですね、教育長のその件に対しての答

弁がすべてだと思いますんで、なんか他に皆さん意見があったら意見を述べて、私は採

決か、不採択か採択かというごどの方に入っていただければいいんじゃないかなと思い

ますけど。どうかお計らいのほどお願いします。 
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○委員長（小山緑郎） 今大山委員よりそういう提言がありましたけれども、皆さんどう

でしょうか。 

（ 「賛成」という声あり ） 

○委員長（小山緑郎） いいすか。異議なしと認め、了承しました。それでは、本件に対

しまして質疑及び意見等はありませんか 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） なければ採択、採決いたします。本件につきましては、採択する

ことにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、本件は採択すべきものと決しました。 

ただいま、陳情第３１号が採択されましたので、会議規則第１４条第２項の規定によ 

り、委員長名で議長に意見書案を提出したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議ありませんので、委員長名で議長に意見書案を提出するこ

とに決しました。今意見書案を配布します。 

ただいま配布いたしました意見書案は、陳情者から提出された案を、事務局で作成し

たものです。ただいまお配りいたしました意見書案について、これにご異議ありません

か。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議がありませんので、この意見書案を議長に提出することに

決しました。 

次に、所管事務に係る閉会中の継続審査及び調査に関する件についてお諮りします。

お手元に配付しております件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査及び調査

の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

  次に、委員派遣の承認要求についてお諮りいたします。７月７日から９日までの期間、

所管する事項について行政視察を行うため、議長に対し、委員派遣の承認要求をしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。なお詳細につ

きましては、後日連絡をいたします。 

  以上で、当委員会に審査付託となりました議案の審査は、終了いたしました。なお、

本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長にご一任願

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

この際、委員の皆様から何かございましたら、お願いしたいと思います。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（小山緑郎） ないようですので、これをもちまして、教育福祉常任委員会を閉

会いたします。大変ご苦労様でした。 

（ 閉 会  午前１０時３５分 ） 
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